
教 育 ・疎外 ・人権

柳 久 雄

わ た くしの拙 い教育学研 究の歩み を振 り返 ってみ てTま こ とに 日暮 れて道

遠 しの感 を深 くしてい ます。 い まあえて,研 究の筋道 らしきもの を要約 すれ

ば,お よそ次の ように整理 で きるよ うに思 われ ます。 きわめ て粗雑 では あ り

ます が,ご 容赦 くだ さい。

(1)社 会機 能 としての教育 ……歴 史的分析

悲惨 な戦争の敗北 と教育 の崩壊 が,わ た くしに とって も,戦 後教育研究 の

出発点 とな りました。 い ろいろ と思 い巡 ら したす えに,教 育 の崩壊 をもた ら

した原 因 を歴 史的社会 的 に追及す る必要 をつ よ く意識 しま した。

最初 は,デ ュー イの経験 主義理 論か ら人間の生 き方 としての問題解決 の探

求方法 を意欲 的 に学 び とり,現 実経験 と教育 の結合,生 活 と学習 の統一 につ

いて 多大 の影響 をうけ ま した。 その影響 は,さ ま ざまなバ リエー シ ョンを と

もないつ つ,今 日に生 き続 けてい ます。

しか し,デ ュー イの歴 史理論 に ど うして も満 足で きな くな り,史 的唯物論

に関心 が移 って い きま した。丁度 その ころ,海 後勝 雄 氏 を中心 とす る 「教育

史研究会」に参加 す る機 会 をえて,『 ドイツ イデ オ ロギー』や 資本論 な どの諸

著作 に苦労 しなが ら,歴 史科学 の方法 に よって近代 教育 史 を分析 す るこ とに

な りま した。 共同研 究 のなかで,わ た くしは20世 紀前半 のア メ リカ教育 史を

分 担 しただ けで,そ の 内容 も今 か らみれば,欠 陥ばか りが 目立 ってい ます。

共同研究 の成果 が 『近 代教育 史』三巻 に まとめ られ て公刊 され たがe当 時

としては,旧 来の観 念的研究 に代 わ る新 しい歴 史科学 としての教育 史の開拓

をめ ざす もの と評価 されて,一 定の影響 をあたえ ま した。 もちろん,き び し

い批判 も多 く,史 的唯物 論の教育 への機 械的適 用 にす ぎない とか,子 ど もの
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いない教 育史 だ とか,論 争の対 象に な りま した。 こ こでその詳 細 をのべ るこ

とを差 し控 え ますが,わ た くし自身の理論 的認識 の問題 として,簡 単 に社会

機能 としての教 育の分析 フ レrム について言及 した い と思 い ます。

教育 がたん なる個 人的問題 で は な く,社 会構 造 と有機的 に結 びついて一定

の客観 的機能 を担 って い るこ とは,『ひろ く知 られてい ます。個人の社会化 の

い となみは,人 類の歴 史に通 底 してい ます。 しか し,人 類の歴 史が生活 資料

の生産 に その成立起源 を もってい る ようにi人 間の教育 も広義 の生産能 力の

養成 と結 びつ いて発達 した と考 え ます。 これ を生産 力の再 生産 としての教育

と名づ けて,教 育史分析 の基本的枠 組み に しま した。 た とえば,生 産 力の発

達 に応ず る基礎 学 力や 技術の 習得 が,個 人的 に も社会的 に も要求 され ます。

同時 に,現 存の生産関係や体 制秩序 の維持 ・強化 のため に役立つ意識教育

(道徳,歴 史,体 制 イデオ ロギー)が 重要 な役割 を担 うこ とにな ります。 さ

らに,生 産 力 と生産 関係 の矛盾 に よって,教 育 自体 が矛盾 した構造 を もた ら

し,エ リー トと大 衆,機 会均 等 と複線 型学校制 度 の対 立のみ な らず・教育 内

容 の階級 的支 配 と権 力統制 を まね くこ とは,最 近 のア メ リカや イギ リスのネ

オ ・マル クス主義 的教 育研究 に謀 いて も重視 され てい ます。

もちろん,最 近の研 究 は機械 的 な公 式論 を脱却 す るよ うに,教 育の 固有の

論理 を媒介 して,事 実 の内在 的分 析 を重視 す る方 向 に向か っているこ とはい

うまで もあ りませ ん。

② 疎外 としての教育… …実 態認識

少 な くとも,教 育!こ の よ きもの式 に讃美す る人は いないが,教 育の もた

らす弊 害や悲劇 は,想 像 以上 に数 多 く指摘 で きます。 と くに,わ が国 とア ジ

ア諸 国 に未曾 有の惨 禍 を もた ら した超 国家 主 義や 軍 国 主義 の教育 にっ い て

は,い まさら多言 を要 しませ ん

この教 育の名 において行 われ る非教 育 を,理 論 的 に解 明す る有 力な概 念装

置 として,わ た くしは く疎 外〉理論 を活用 す るこ とが効 果的 であ る と考 えて

きま した。

-4一



教育 ・疎外 ・人権

周知 の よ うに,疎 外(Entfremdung)の 概 念 は,ヘ ー ゲル が精神 の外化 と

その止揚 の弁 証法的発展 におけ る否定的 モ メン トと して用 いた用語 です。 そ

れ をマ ル クスは,資 本主義的 賃金労働 に適用 して,労 働 の疎外,あ るいは疎

外 され た労働 か ら分析 をすす め,い わゆ る剰余労働 と剰余価値 の概 念 を形成

す る とともに,労 働 主体 としての 人間 自身の 自己疎 外 に到達 したの で あ りま

す。 したが って,そ れは初期マ ル クスの鍵概 念 と しての基本的 意義 を もつ と

ともに,社 会科学 のテ クニ カルター ム としての地位 を 占め る よ うにな りま し

た。 もっ とも,ソ 連 ・東 欧の社会主義 の崩壊 に よってマル クス主義 批判 も活

発 にな って い ますが,疎 外の概 念 は人間疎外 の事 実 が存在す るか ぎ り,今 後

も生 きつづ ける もの と思 います。

では,教 育 におけ る疎外 をどの よ うに理解す れば よいで しょ うか。

それ は,基 本的 に教育 の全体 にわた り,そ の制 度 ・内容 ・方法 にお よんで

い ます。 なかで も,子 ど もの学 習労働 が なかば強制 的性格 をお びて,学 習 そ

の ものの喜 びが消失 し,彼 らはそ こに苦役 と虚脱 を感 じて 自己喪失 に陥 りま

す。 「なんで,こ ん な勉 強せ ん とあか んのや 」とい う自嘲 的 なつぶや きが聞 こ

えます。 こ こには,労 働 の疎外 を分析 した 同 じ論理 が働 いて いる とい うこ と

がで きるで しょう。

か って わた くしは,現 代の資本主義 公教 育の歴 史的本 質 をつ ぎの よ うに把

えた こ とが あ ります。 それは,教 育 の機会均 等原則 の もとで,各 人の労働 市

場 におけ る商品価値 を高め るための学 力 と技術 の習得 を排他 的競 争 によって

競 わせつ つeそ の総体 と しての成果 を資本の社会 的生産 力の形成要求 に従属

させ る とい う複合 メカニ ズムの制 度化 にほか な らな いの であ ります。 そ こで

は,教 育 におけ る個 人的利益 と社会的利益 が合 致す る とい うフィ クシ ョンが

暗黙 に前提 されてい るよ うだが,い た る とこ ろで矛盾が 噴出 して い るこ とは,

周知 の とお りであ ります。

こ こか ら,学 校 が子 ど もた ちの学習権 と発達権 を保 障す る機 関 では な く,

各種 のマ ンパ ワーの選 別配分の装 置に なってい る との批判 が出 て くるの も,

十分 うなず けます。 これ は,現 代学校 の基本 にかかわ る重要 問題 といわな け
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れば な りませ ん。

さらに,教 育 内容 の選 択組織 の在 り方s教 育 課程 の編成権 の所在,そ して

学校知 の特質 などの諸問題が あ ります。 この よ うな広範 な問題 をお しなべ て

0元 的 に
,社 会的要 因に還 元す るつ も りはあ りませ ん。 しか し,学 校 が社会

の正統化 され た支配 的 な文化資本 を伝達 す る こ とによって,社 会 の階層 的 ヒ

エ ラルキー の再 生産 に奉 仕 してい る とみ な して,文 化資本 の分 配が経済資本

のそれ とパ ラ レルの関係 にあ る と圭張す る西 側の教育学 者 もあ らわれ,今 後

の研究課題 にな るだ ろ うと思 われ ます。

一 口に教育 の疎外 といって も,過 去 のフ ァシズム教育の よ うに子 ど もの意

識 を無視 して暴力的 に権 力 イデ オ ロギー を注入す るのでは な く,そ れ な りに

情報の受 け手 としての子 ど もの心 溝え,な い し心 的傾向性 に対応 す る理論構

築 がすす め られてい ます。 この点 で,わ た くしはア ップ ル とブルデ ュー に教

え られ る ところが 多 くあ りま した4

ここで,そ れ を紹介す るこ とは適切 では あ りませ んが,わ た くしの関心 の

あ る問題 にか ぎって,言 及 したい と思 い ます。

経 済制 度の不 平等配分 メカニズム と学校 の教 育組織 とが対 応関係 にあ ると

い う,い わゆ る対応理論 に不 満 を もつ ア ップル は,文 化 の もつヘ ゲモニー機

能 をいっそ う重視 してい ます。 も ともと,ヘ ゲモニーの概 念 は 「支配的 な基

本的集 団に よって社 会生活 にお しつ け られ る指 導 にたい して,人 民大衆 の あ

た える 〈自発的〉同意」(グ ラム シ)を 意味 し,文 化 的 イデ オロ,.__..的に各 人

の意識 に定着 した 「理解 の総体 」 「意味 と価値 の総体 」 をい います。 それ は,

たんな る外面的影響 に とど まらず,意 識の 内面 に生 きる意味づ け,価 値 と行

動 の恒常 的 システム として活動 します。 したが って,学 校教育 が たんなる断

片的知 識の暗記か ら脱却 して,子 ど もの 人格へ の 内面的浸透 をはか るため に・

文 化の もつヘ ゲモニー機能 を活用 しなければ な りませ ん。社会 の支配的集 団

に よる文化 資本 の組織 的伝達 を担 って い る学校 は,そ の顕在的潜在 的 カ リキ

ュラム を とお して,こ の よ うな深 い影響 力の行 使 を政策 的に要 請 され てい る

と考 え られ ます。
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同 じよ うに,し か しい っそ う徹底 して この問題 を追及 してい るの が,ブ ル

ドユー の再 生産理論 であ り,ハ ビ トゥス(habitus)概 念 の提起 で あ ります。

rれ に よる と,教 育 は,支 配階級 に よって正 統化 された文化 資本(文 化 的恣

蜀 の伝達 を とお して,個 人の なか に内面化 されたハ ビ トゥス(知 覚,思 考s

平価,行 為 の シェーマ の体 系).を 形成す るこ とで あ り,こ れ に よって支配階

及の文 化 的正統 性 と社会的 ヒエ ラル キー を再 生産 す るこ とにあ'ります。要 す

5に,ハ ビ トゥスは広義 の教 育的働 きか けに よる価値 の 内面化 の産物 で あ り,

一端
,そ れが 内面化 され る と,持 続性,転 移 可能性,徹 底 性 をもち,各 人の

星度決定や行動様 式の指標 と して機能 す る こ とに な ります。

「義務教 育 の効 用の一つ は,正 統 的知 識 と技術 の承 認 を被 支配階 級の なか

こ取 り付 けて しま うこ とで あ る。 そ して,被 支配階 級 が実 際 に身につ けてい

s知 識や技術 を減価 させ て
,支 配階 級が その生産 手段 をほ とん ど独 占 してい

5よ うな物質 的,象 徴 的 な文 化市場 を彼 ら被支 配階級 に提 供す るこ とにあ る」

二,ブ ルデ ューは指摘 してい ます。

この よ うな理論 的探求 は,教 育 に よる社会改造 の安 易 な希望 を再検討 す る

ろ要 を うなが して いる し,学 校 の役割や機 能 につ いて い っそ う リアル な実 態

悪識 を要 求 してい る,と いわなけれ ば な りませ ん。 と りわけ,各 人の意識 に

'J面化 した 「意味 と価値 の総 体」 をつ くりあげて,支 配的 な文化 資本 を正統

ヒす るハ ビ トゥスの形成 を組 織的 にすす め る教 育政策 が実施 され るな らば,

垂歩主義教 育 のめ ざ してい る社 会発 展 の理 想 は け っ して容 易 で は あ りませ

レ0

旧来の教育研 究 ではほ とん ど問題 に な らなか った潜在 的 カ リキュ ラムが,

斤しい研究対 象 として大 き くクロー ズア ップ してい るの も,意 識の 内面化作

ヨに注 目 して そこに重要 な研 究課題 を設定 してい るか らです。 定型化 され た

嫡 の 目的 と内容 のほか に,学 校 は暗 黙の うちに,し か も当た り前 の よ うに

力果 的 に納得 させ る規範 や価値 を植 えつ けて います。 そこでは,社 会的 に正

亀化 された イデ オ ロギー 的ヘ ゲモニー が暗 黙裡 に承 認 され て,大 きな効果 を

,た らします。政治的対 立が隠 されて,支 配階 級の価 値規範 が正 当 な もの と
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して受 け入れ られ るわ けです。

この よ うに,教 育 に よる社 会的合 意形成の手 法が政策的 に強 力に推進 され

るこ とに よって,人 民大衆 はその意識形態 まで も操作 的に コン トロール され,

自己存在 か ら疎外 され るこ とに な ります。 この人間疎外 の きび しさを教 育 自

体 の なかで解析 して,そ の 危機 を世 に訴 えた意義 は大 きい と思 います。 しか

し,人 間の能 動的主体性 をあ ま りに も過少 評価 してい るのでは ないで し ょう

か。権 利主体 としての 人間把握 に 欠けて い るよ うです。 支配的 な文化資本 の

教 え込 み に対 して,わ た くしは民 衆 の リアル な生 活要 求 に根 ざす対 抗 文化

(counterculture)を 発展 させ る必要 を訴 えた こ とが あ ります。

(3)人 権 としての教 育…… 人間的本質 の実現

前述 の生産 力の再 生産 としての教 育 に しろ,ま た,文 化資本の再 生産 とし

ての教育 に しろ,い ず れ も人間 に とって外 的側面 か ら教 育 を追及す る発想 法

に立 って いる よ うに思 い ます。 それ はs人 間 を経 済や文 化の手段 と して教育

す る姿勢で あって,そ の教育 は外 在的 目的 に人間 を奉 仕 させ る もので しか あ

りませ ん。

これ に対 して,人 権 としての教育 は まった く違 った理論構築 を要 請 してい

るのです。 それ は,外 在 的 目的の手段 としての教育 では な く,人 間の尊厳 を

うちたて,基 本的 人権 を確 立す るための教 育で あ り,そ れ 自体,人 間 に とっ

て 自己 目的で あ るといわ なけれ ばな りませ ん。 カン トが 「人格 をたんに手段

としてではな く,つ ね に同時 に 目的 として取 り扱 え」 と要求 した道徳律 と同

じ原理 に立 ってい ます。

しか し,人 権概 念 は とか く抽 象的観念的 に把 え られ て,空 疎 な建 て前 に化

す るこ とが あ ります。私 見に よれば,人 権 は もっ とも具体 的 な歴 史的現 実 と

結 びついた人間の 自己実現 の権 利で あ り,い くたの苦難 と試練 の なかで主体

的実践 的 につかみ とられて きた 人類の普遍 的要求 にほか な りませ ん。 す なわ

ち,人 間 を抑 圧 し疎外 し差 別す る現 実的諸 条件 に働 きか けて,自 由解放 をか

ち と り。豊か な人間性 を実現 す る こ との で きる新 しい状況 を創出す る主体 的
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廷践 を は なれ て,ど こか 別 の とこ ろ に 存在 す る もの で は あ りませ ん。 この意

未で,人 権 は 固 定 した超 越 的価 値 で は な く,た えず 現 実 と取 り くん で 自己実

見をは か る 人間 の基 本 的 要 求 で あ り,そ の 実践 過 程 そ の もの とい っ て も よい

T,,しょ う。

それ が世 界 史 の う えで 明確 に認 識 され た の は,い うまで もな く市 民 革 命 の

郷皆におい てで あ ります 。市民革 命期 にお ける人権思 想の発達 は,い わば第

一世 代 の人権 とよぶ こ とがで きます
。封建制度 の桓 桔,抑 圧,差 別 か ら市民

ブル ジ ョア ジー を解放 して,そ の諸権利 を獲得 す る要求 運動が 人権,っ ま り

「人間の権 利」 として 自覚 され認識 された こ とは,そ の後の 人権思 想の発達

ことって画期的 な意義 を もってい ます。

最近 わた くしは,未 熟 なが ら,市 民革命 期 にお け る教 育 人権思 想の発達系

普をあ きらか にす るため に,ホ ッブス,ロ ック,ル ソー,コ ン ドル セな どの

罫想 内容 を分 析 しよ うとして,い くつ かの拙論 を 『教育 学部 論集』 に発表 し

(き ま した。

い ま と くに感 じてい るこ とは,こ れ らの思想家が,中 世 的 な神 的理性法則

を意味 す る 自然 法の拘束 か ら脱却 して,各 人の 自己保 存 を根 源的 自然権 とみ

kし,そ の 自然権 を保 障す るための社会的 条件 と教育 的条件 を一 貫 して追及

ノてい るこ とです。 まさ し く,生 命の尊重,身 体 の保全,自 由平等 の確 保 な

ビの民主 主義 的諸価値 が,自 然権 としての 人権保 障の名 目の もとで追及 され

ヒの であ ります。 そ こには,近 代 人権 思想 の豊 か な鉱脈 が発見 され,教 育 と

欠権 との本 質的関連が示 されてい ます。

この よ うに,人 間の 自己保 存 の 自然権 は,近 代市民社 会成立の 源泉 と して,

多くの民 主主義的価値 を内包 してい ますが,そ の歴 史的実態 か らみ れば,ブ

レジ ョア ジーの封建 的拘束 か らの解放 を意味 し,具 体 的 には彼 らの所有 の 自

白ない し財産権 の保 障 を中核 としてい ま した。 こ こに,そ の歴 史的 限界があ

),そ れ を打 開 しよ うとす る大胆 な挑戦 が ル ソー に よって試 み られ た ことも

罰違 いあ りませ んが。

第二世 代 の人権概 念は,資 本主義社会 の階 級的矛盾 が本格 的 に激化す る19
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世 紀 中葉 にお いて 出現 しま した。市 民革命 の 人権 宣言 に もか かわ らず,政 治

的社 会 的に疎外 された労働 者大衆 が,「 俺 た ち も同 じ人間だ」と主張 して労働

権 や参政権 を要求す るだ けで は な く,機 会均等 の公教 育の制度 的保障 を求 め

る よ うに な りました。 たん な る値 人の 自然権 を乗 り越 えた社会権 としての人

権 思 想の発達 を物語 って い ます。

さ らに20世 紀 に入 って,社 会 生活の あ らゆ る領域 に深 く根 をお ろ して い る

差別 の現実態 に迫 り,さ まざまな人種差別,民 族差別,女 性 差別,障 害者差

別,部 落差別 な ど,あ らゆ る差 別 の撤廃 と基本 的市 民権 の確 立 をもとめ る運

動 が盛 んに な り,こ こに第三世 代 の人権概 念 が発展 しつつ あ る とい えるで し

ょう。 と くに第二次大戦後,先 進 国 と発達 途上 国 との格差 が顕在化 して,い

まや南 北対 立の なかで人権 問題 が深刻 の度 を加 えてい ます。 しか し,こ の よ

うな グローバル な大 問題 につ いて,有 効 に対 応す る能 力 をわた くしが持 ち合

わせ て いない こ とを告 白しなければ な りませ ん。

ここで,具 体 的 に教育 にお ける子 ど もの人権 問題 を考 え,一 体,子 どもの

権 利 とはなにか を省察 したい と思 い ます。

かの 「子 ど もの権 利条約 」がf連 で採択 されてか ら,こ の問題 が活発 に論

議 され て今 日にいた ってい ます。私 見 によれ ば,権 利 条約の基本理念 は,子

どもをたん なる大 人の指 導援護 の客体 としてみ るので はな く,自 己決 定ので

きる主体 的存在 と して把 え よ うとして いる点 にあ ります。 いいか える と,主

体 的存在 としての 子 ど もの なかに その権 利の根 拠 をもとめ てい ます。 た とえ

可能 態 としてで あ ろ うと,子 ど もは主体 的 存在 で あるがゆ えに権 利の主体 と

な りう るので あ ります。 この こ とを認め るか否か に よって,子 ど もの人権 の

受 け とめ方 が まった く異な る といって も過 言で はあ りませ ん。

子 ど もの権利 は,二 つの側面 を もってい ます。 その一 つは,人 権 一般 の な

かに子 ど もの権利 が 当然含 まれて いて,子 ど もも人間 としての共通の人権 が

保 障 され なければ な らないのです。 これは,子 ど もへ の人権 一般 の具体 的適

用 を意味 し,思 想信条 の 自由,言 論 の 自由,集 会結社 の 自由 な どの諸権 利 を

で きるだけ子 ど もに も承認 す るこ とであ ります。
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他の側面 は,子 どもの独 自の特性 に応ず る固有 の権利 で あ ります。 それは

なに よ りも,子 ど もが身体 的精神 的 に成長 し,人 間的社 会的 に発達 す ること

を必要 とし,そ の こ とを固有 の権 利 として要求 す るこ とが で きる とい うこ と

を意味 してい ます。 もちろん,大 人 も生涯 にわた って発達 しつづ けます が,

子 ど もは と くに人間の基礎 的諸能力 を集 中的 に発達 させ る特別 の役 目をもっ

て生 まれて い ます。子 どもを発達の可能態 として把 えるこ との人間的意味 が

ここにあ り,学 習 に よって発達す る権利,す なわ ち学 習権 と発達権 こそ子 ど

も固有 の権 利 といわなければ な りませ ん。

ル ソーが「世 間の人は,子 ど もとい うもの を知 らない」「自然 は,子 ど もが

大 人 にな るまえに子 どもであ るこ とを望 んで い る。 …子 ど もには特有 の もの

の見方,考 え方,感 じ方 があ る」 とい うときに,発 達 過程 にお け る子 ど もの

独 自性 に も とつ く固有 の権利 を主張 して いるの では ないで しょうか。じじつ,

彼 は教育 人権思 想史上,子 どもの権利 を正 当に主 張 した最初 の思想家 で あっ

て,た んな る人権一般 の子 ど もへ の適 用 ではな く,つ ねに子 ども自身の発達

課題 を固有 の権利 と して追及 したので あ ります。

子 どもの学 習権保 障の立場 か ら,わ た くしは教育 内容 の権 力統制 の問題 を

論及 した こ とが あ りますので,こ こで取 り上 げた い と思 い ます。

わが国の戦 前の国家 主義教育 はい うまで もな く,民 主化 され たはずの戦後

教育 において も,教 育 内容 にたいす る権 力支配 が学習指導要領 や教科 書検 定

をつ うじて一 貫 していた こ とは,い まさ ら指摘す る必要 もあ りませ ん。問題

は,そ の こ とが なぜ 子 ど もの学 習権 を抑圧 し,人 権 を侵害 す るの か とい う理

論的根拠 を明 らか にす るこ とにあ ります。

ミルは 『自由論』 のなかで,教 育 の権 力支配 を きび しく批 判 して,次 の よ

うにのべ てい ます。「画一 的 な国家教 育が国民 の なか に注入す る鋳型 は,時 の

政府 の支配勢 力が君主 であ ろ うと,僧 侶や 貴族 であ ろ うと,ま た現世 代の 多

数者 であ ろ うと,そ の支配的勢 力の喜 ぶ よ うな もので あ って,そ の 国家教 育

が効率 的に成功 すればす るほ ど,ま す ます 人間精神 に対す る専制 支配 を確 立

す る」 と。
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これ に よる と,す べ ての政 治権 力がその教 育支配 をつ うじて 自分 に都合 の

よい 「鋳型」を国民 に押 しつ けで,「 人間精 神 に対 す る専制支配」を確 立 しよ

うとす るこ とが判 るで しょう。Tれ は,前 述 の イデ オ ロギー 的ヘ ゲモニー の

確 保や,支 配的 な文化 資本 を再生産 す るハ ビ トゥスの教 え込 み と同 じ く,国

民の 意識の なか に体制 合意 の心 的傾 向性(意 味 と価値 の システム総体)を 構

築す る ことを物 語 ってい ます 。

一端
,こ の よ うな精神 的鋳 型や文化 的恣意 のハ ビ トゥスが形 成 され る と,

持続的 な拘 束力 を発揮 して,子 ど もの もの の見方,考 え方,感 じ方 を規制 し

て,自 由 な思考 活動 や批判的 洞察 を妨 げ,精 神的 自由 を抑 圧す るわけです。

まさに,教 育 による人間疎外 で あ り,人 権侵 害 で ある といわなければな りま

せ ん。

教育 の 自由 こそ,精 神 の 自由 を確 立す る基礎 的条件 であ って,そ の抑圧 は

人権 の侵害 を意味 す るの であ ります。子 ど もは,発 達 の可能態 としてすべ て

の事 実 を自由に学 習す る権 利 を保 障 されて,新 しい真理 を認識す るこ とがで

きなければ な りませ ん。新 しい真理 の認識 こそ人間の幸福 と光 栄の源 泉で あ

る と確信 した コン ドルセ は,い か なる公権 力 といえ ど も,真 理 の教 授 を妨 害

す る権 限 を もっては な らない と,強 硬 に訴 えつづ けま した。 ここには,子 ど

もの学習権 を保 障す る教育 の 自由の 原理 が,生 き生 きと輝 いてい ます。

ひるが えって,わ が国の教 育現実 をみれ ば,と くに歴 史教育 の歪み と欠陥

が いち じる し く,問 題 の深刻 さを浮 き彫 りに して い ます。拙論 「教科書 問題

と教育 の 自由」で指摘 した よ うに,明 治 以後 の対 外侵略 戦争 についての教科

書記述 が,事 実 の隠蔽,改 窟,恣 意的正 当化 にか た よって,事 実 に うらづ け

られた客観 的歴 史認識の可能性 を奪 い取 って しまった こ とは,残 念に思 えて'

な りませ ん。 「侵略」 を 「進 出」 とした り,「強制連行 」 を 「徴用」 といいか

えた り,南 京大虐殺 に 目をつむ った り,侵 略 の蛮行や加 害 を うや むや にす る

教 科書検定 に対 して,言 語 に絶す る深刻 な戦争 被害 を うけた中国,韓 国,ア

ジア諸 国か ら厳重抗議 をつ きつ け られて,わ が文 部 当局 が よ うや く渋 々に記

述 の訂 正 に応 じた次第です。
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しか しこれは,け っ して個 々の字 句の 問題 では あ りませ ん。その根 底 には,

過去 の戦争政策や植 民地政策 につ いての 自己中心 的合 理化 の意識 が潜在 して

いて,事 実 を正面 か ら リアルに認識 した うえで,人 間的道義 的 に責任 を明確

にす る意志 が欠如 して い ると思 われ ます。 わが 国の戦争責任 へ の不 明確 な姿

勢が,今 日に なって も諸外 国の批 判の的 に なってい る所 以で もあ ります 。子

ど もた ちが正確 な事 実 に もとつ く歴 史認 識 を欠いた まま成長 す るこ とを考 え

る と,恐 ろ しい ような気持 ちにな るの は,果 た してわ た くしだ けで しょ うか。

最後 に,子 ど もの人権保 障の問題 は,学 校 だ けで は な く広 く社会生 活の全

領域 にかか わ り,子 ど もた ちは今 日,深 刻 な環境破 壊,有 害物 質の 汚染,家

族 関係 の崩壊,希 望 の ない不安定心理,自 己喪失 な どの 危機 的状況 の なか に'

あ ります。今後 の教育研 究の最重要 課題 は,広 い意味 で の環境 教育,平 和教

育,人 権教育 にある と思 い ます。 旧著 『生活 と労働 の教育思 想史』と論文 「ペ

ス タロツチ生 活教 育思 想の研究」 では,人 間形成 の根 源 を生 活 と労働 の なか

に求め て,教 育 と生活,教 育 と生産 労働 の結合 原理 をそれ ぞれ の歴 史的諸 条

件 に即 して思想 史的 に究明 しました。 そ して今 日の 人権教育 の課題 も,基 本

的 には,人 間存在 の元 基 としての生活 と労働 に もとつ いて,人 間の 自由 と解

放,そ の 自己実現 をはか る ところにあ る と考 えて い ます。端 的 にい って,生

活者 としての権利 主体 の形成が なに よ りも必要 で あ ります。
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